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関東信越税理士政治連盟

　会　長　井　部　俊　一

６県一体の税政連活動を！！

新年おめでとうございます。会員の皆様には
希望に満ちた、輝かしい新しい年をお迎えのこ
とと思います。常日頃は関税政の活動にご理解、
ご協力をいただき誠にありがとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

昨年10月１日に消費増税が行われ、複数税率
が導入されました。消費者サイドの混乱はもち
ろんのこと、確定申告時期が到来し納税者サイ
ドのいろいろな問題が発生するような兆しがあ
ります。

そして、2023年から「インボイス」（適格請
求書）が導入されます。企業同士の取引きでは
インボイスを扱える課税事業者が優先され、対
抗措置として消費税納付が免除されてきた小規
模事業者が課税事業者に切り替わるケ－スが増
えると予想されています。政府与党ではそれ
によって2,000億円の税収増を見込んでいます。
この点についても税の専門家としてしっかりと
した対応が求められます。

皆さんご存じのように、関税政は、茨城・栃
木・群馬・埼玉・新潟・長野の６県の県税政連
で構成されています。従って６県が一体となっ
て活動することが最適であります。今年度から
６つの委員会の委員長を各県の幹事長にお願い
しました。そして各県の会長には各委員会の担
当副会長をお願いしました。そこに各県税政連
から選出された副幹事長・委員が入って委員会
を作りました。この６つの委員会が積極的に活
動することにより理想とする税政連活動が実現
すると確信します。是非、ご期待ください。（「関
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関税政では、令和元年12月末日現在で49人51
の国会議員等の後援会があります。今年度設立
された後援会は次のとおりです。

○令和元年７月18日
　永岡桂子後援会（自民党・比例北関東）
○令和元年７月29日
　尾身朝子後援会（自民党・群馬１区）
○令和元年12月６日
　牧原秀樹後援会（自民党・比例北関東）　
○令和元年12月21日
　清水真人後援会（自民党・群馬県）

東京オリンピック後に衆議院議員総選挙があ
るといううわさも飛んでおります。選挙こそ後
援会の出番であります。しっかりと応援し国会
議員との信頼関係を構築してください。

結びに、会員の皆様にとって新年が「新しい
夢の実現！」となりますことをご祈念申し上げ、
また関税政へのより一層のご理解、ご協力をお
願い致しまして新年のあいさつとさせていただ
きます。
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関東信越税理士政治連盟

　副会長　渡　邉　輝　男　

副会長になって

７月３日の定期大会で副会長に復帰しました

渡邉でございます。６月まで３期６年間、関税

政の幹事長をしながら、埼玉県税政連の会長や

日税政の国対委員長、日税政の幹事長を兼務し

てきました。

この６年間、皆様に種々の要望やお願い等を

し、それに対し皆様が応えていただいたことに

感謝します。また、この後２年間も、関税政の

副会長と日税政の幹事長を兼務することになり

ますので、再びご指導ご協力をお願いします。

今期は、栃税政の訴訟問題等それに伴い関税

政規約のうち「組織」の条文の改正等多くの問

題を抱え込んだ２年となるでしょう。また、日

税政及び全国においても、栃税政の訴訟問題は

関心事であり、その結果次第では、日税政とし

ては各単位税政連に対し、規約の改正を要請す

ることになるかもしれません。

私が関税政に対し望むことは、各委員会の活

発な活動です。他の各単位税政連をみると、日

税政から要請された活動以外に独自の活動をし

ています。

税制改正活動においても、日税政の一斉陳情

の他に各単位税政連独自の陳情活動をしていま

す。私が国対委員長をしていた時代においては、

要望項目の税制改正の流れにおける位置を注視

し、必要がある場合は、関税政独自の陳情活動

を展開しました。関税政の国対委員会及び政策

委員会のメンバーは、「効果的な陳情活動」を

頭では理解しているものの、体で理解していな

いということだと思います。

原因としては、まめに各委員会の会議を開き、

委員会の所掌事項を理解し、より良くするには

どうすべきかを話し合っていないからです。解

決策は、委員会の開催をまめに行うことです。

後援会に望むことは、日頃、国会議員との接

触を多くし、選挙時は後援会を挙げて選挙応援

をし、税制改正時は要望項目を理解し要望が実

現されるような陳情をしていただくことです。

特別寄稿

八木ヶ鼻（やぎがはな）
高さ200メートル以上の石英粗面岩の壁が五十嵐川の上流にそそり立ち、岩肌が朝日に照らされる姿は

神 し々くもあります。
自然の恵みを一身に受け、春は淡く、夏は強く、秋は艶やかに、そして冬はしっとりと、季節の度に塗

り替えられる絵画のように訪れる人の目を楽しませてくれます。
ハヤブサ繁殖地として県天然記念物に指定されているだけでなく、そのすばらしい景観から新潟県景勝100

選に選ばれています。
写真提供：三条市政策推進課

写 真 説 明
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長野県税理士政治連盟

　会　長　百　瀬　征　男　

適用税率の判定からみえるもの

長税政と財務省主税局との第10回意見交換会

が10月16日に衆議院第二議員会館で2時間を超

えて行われました。そのなかで消費税適用税率

の判定について白熱した議論が交わされました。

事業者が「店内飲食」か「持ち帰り」か税率

の判定をする時点は、飲食料品の譲渡等を行う

時、例えば注文等の時点で顧客の意思確認を行

い、レジヘの入力をした時点とされています。

その後顧客がした変更の意思表示は、レジの取

消し、打ち直しができる時点では改めて税率の

変更ができますが、変更ができない時点では顧

客がした変更の意思表示は、その法律効果（権

利の変動）は及ばないとしています。つまり消

費税法では軽減通達及び Q&A において「店内

飲食」から「持ち帰り」への変更について、事

業者は10% 対象売上があったとして、2% 分を

返金することまでは求めていません。また「持

ち帰り」から「店内飲食」への変更についても

事業者は8% 対象売上があったとして2% 分を

回収することは求めていません。

法律行為は、意思が要素となって権利変動と

財貨の移転つまり取引が行われます。取引の法

的効果では、適正な取引においては、意思の尊

重のもとに法的効果が発生しますが、不適正な

取引においては、取引安全の保護の見地から、

意思の不存在のもとに法的効果は発生しません。

消費税においてレジの取消し、打ち直しができ

ない時点において、顧客がした変更の意思表示

は瑕疵ある意思表示として法律効果は発生しな

い（及ばない）として適正な取引の枠組みから

外されました。

子ども連れの母親が「店内飲食」と「持ち帰

り」のいずれも行っている飲食店において、子

どもに「持ち帰り」と言わせて「店内飲食」を

行う場合、事業者は8% 対象売上があったとし

て2% 分を回収することはできませんし、法が

認めた取引安全の保護の見地からその行動を咎

めることもできません。複数税率制度がもたら

す弊害は、水平的公平、経済的中立、増減税の

効率性そして簡素な制度を崩壊させることと併

せて、生活規範の秩序維持を大切にしてきた租

税倫理の崩壊をもたらす懸念をはらんでいる。

特別寄稿

長税政と財務省主税局との意見交換会
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（出典　財務省）
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（出典　財務省）
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（出典　財務省）
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１．陳情活動（税制改正要望）での国会議員と
の接触状況について

令和元年10月４日から11月10日を陳情期間と
して、葉梨康弘衆議院議員（自民党・茨城３区）、
岡田広参議院議員（自民党・茨城県）、上月良
祐参議院議員（自民党・茨城県）の３議員地元
事務所において、茨税政の役員及び各後援会の
役員が「令和２年度税制改正要望」の陳情を行っ
た。

（1） 消費税における単一税率及び請求書等保存
方式を維持すること。

（2） 基礎的な人的控除のあり方を見直すととも
に、所得計算上の控除から基礎控除へのシフ
トを進めること。

（3） 「災害損失控除」を創設するとともに、相
続時精算課税制度における受贈財産が災害等
により損失を受けた場合の救済措置を設ける
こと。

を重点要望項目とし、議員本人に直接陳情した。
さらに、11月５日、衆参両議員会館において

田所嘉德衆議院議員（自民党・茨城１区）、額
賀福志郎衆議院議員（自民党・茨城２区）、永
岡桂子衆議院議員（自民党・比例北関東）、青
山大人衆議院議員（国民民主党・比例北関東）
の４議員についても、茨税政の役員及び各後援
会の役員が、議員本人に直接陳情した。

本人不在の議員に対しては、政策担当秘書に
陳情内容を説明し資料を手交した。

茨城県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　坂　場　信　夫

葉梨康弘衆議院議員

岡田広参議院議員

上月良祐参議院議員

田所嘉德衆議院議員

額賀福志郎衆議院議員
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２．後援会活動

９月13日　「税理士による額賀福志郎後援会」
　　　　　定期総会・国政報告会
９月14日　「税理士による梶山弘志後援会」
　　　　　定期総会・国政報告会
９月27日　「税理士による葉梨康弘後援会」
　　　　　定期総会・国政報告会

茨税政としては各後援会の協力を仰ぎ、税理
士会の要望実現のため陳情活動をこれまで以上
に行う方針である。

１．陳情活動（税制改正要望）での国会議員と
の接触状況
令和元年11月５日、衆議院第２議員会館を皮

切りに各衆参両議員会館において県選出国会議
員９人に対し、「令和２年度税制改正要望」の
国会陳情を行った。

船田元 衆議院議員（自民党・栃木１区）、簗

永岡桂子衆議院議員

青山大人衆議院議員

栃木県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
　小　口　秀　一

和生衆議院議員（自民党・栃木３区）、高橋克
法参議院議員（自民党・栃木県）の３議員にお
かれては直接ご本人に対して、最重要項目の

（1）消費税における単一税率及び請求書等保存
方式の維持

（2）基礎的な人的控除のあり方の見直しと所得
計算上の控除から基礎控除へのシフト

（3）「災害損失控除」の創設と災害等による相続
時精算課税適用財産の価値下落時の救済措置
以上の３項目を重点的に説明し、特に「災害

損失控除」の創設については、地元行政におい
ても緊急課題として持ち上がっている問題に関
する事案であることから、熱心に議論され深く
ご理解をいただいた。

２．後援会活動
11月２日、地元の高橋克法事務所にお邪魔し、

税制改正要望を行った。

船田元 衆議院議員

簗和生衆議院議員

高橋克法参議院議員
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１．陳情活動（税制改正要望）での国会議員と
の接触について
令和元年11月５日、衆参両議院議員会館にお

いて、群馬県税理士政治連盟は県選出国会議員
に対し、令和２年度最重要建議・要望項目を中
心に、陳情活動を行った。国会議員本人と直接
面会して説明をした議員は以下のとおりである。

尾身朝子衆議院議員（自民党・群馬１区）、
井野俊郎衆議院議員（自民党・群馬２区）、笹
川博義衆議院議員（自民党・群馬３区）、福田
達夫衆議院議員（自民党・群馬４区）・小渕優
子衆議院議員（自民党・群馬５区）、中曽根康
隆衆議院議員（自民党・比例北関東）、上野宏
史衆議院議員（自民党・比例南関東）、長谷川
嘉一衆議院議員（立憲民主党・比例北関東）、
中曽根弘文参議院議員（自民党・群馬）、羽生
田俊参議院議員（自民党・比例代表）

なお、堀越啓仁衆議院議員（立憲民主党・比
例北関東）、清水真人参議院議員（自民党・群馬）
については、公務により不在のため秘書に陳情
内容を説明し資料を手交した。

群馬県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
三　輪　洋　之

尾身朝子衆議院議員

井野俊郎衆議院議員

笹川博義衆議院議員

福田達夫衆議院議員

小渕優子衆議院議員

中曽根康隆衆議院議員

上野宏史衆議院議員

長谷川嘉一衆議院議員
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２．後援会活動
税理士による富岡賢治後援会

９月24日、グランビュー高崎（高崎市）にお
いて、「富岡賢治高崎市長を囲む会」が開催され、
富岡高崎市長の市政報告の後、参加者との意見
交換が行われた。
税理士による井野としろう後援会

10月４日、うおせん（桐生市）において、定
期総会を行った。井野俊郎衆議院議員の国政報
告の後、税制改正要望の陳情を行った。

また、10月15日には、衆議院第一議員会館に
おいて財務省主税局、経済産業省との勉強会を
開催した。
税理士による小渕優子後援会

10月19日、ホテルメトロポリタン高崎（高崎
市）において後援会総会及び国政報告会を行い、
小渕優子衆議院議員に対し税制改正要望の陳情
を行った。
税理士による笹川博義後援会

11月６日、ジョイハウス（館林市）において
国政報告会及び後援会総会を行い、笹川博義衆
議院議員に対し税制改正要望の陳情を行った。

中曽根弘文参議院議員

羽生田俊参議院議員

富岡賢治高崎市長を囲む会

井野としろう後援会総会

財務省 ･ 経済産業省との勉強会

小渕優子後援会総会

笹川博義後援会総会
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埼玉県税理士政治連盟では、令和元年11月５
日の午後、衆議院第２議員会館に集まり支局長
といっしょに陳情活動を行った。埼玉県選出（比
例を含む）の衆議院議員23人、参議院議員７人
のうち、税理士による後援会のある議員には陳
情時間の予約をお願いした。できるだけ議員本
人と直接話をして陳情内容を説明し、理解と協
力を求めるようにするためだ。ただし、予約の
あるなしに関わらず、担当グループを決め、埼
玉県選出議員全員の部屋に伺い陳情することに
は変わりはない。議員本人と会えるのが一番だ
が、秘書の理解も大事なことだ。

陳情内容は、日税連と日税政の重点要望資料
と合わせ、関東信越税理士政治連盟作成のイラ
スト入りのチラシを使って説明した。重点要望
は、１．消費税については⑴単一税率の維持（軽
減税率の廃止）⑵請求書等保存方式の維持、２．
所得控除の見直し、３．「災害損失控除」創設
の３点となっている。短時間（数分）で説明し
ても理解を得られるか不安なボリュームだが、
ひとめで分かるチラシの効果が大きいと感じた。

10月１日から軽減税率が開始し、「イートイ
ン脱税」などと新聞等でとりあげられていたた
め、「軽減税率廃止」については「そうですね・・」

「分かりにくいですね・・」と共感する声が多かっ
た。ただし、与党議員の中には「問題ない」「脱
税などと騒ぐ問題ではない」という反応もあっ
た。レジで「持ち帰り」と言って支払いをして

「やっぱりここで食べていこう」というのを見
たら、「これでいいのか？」と思うのが普通だ
と思うのだが。

税政連ではこの後も陳情を重ね、議員の地元
で後援会からの陳情もお願いし、税制改正につ
ながるような活動を続けていきたい。今後とも
ご理解とご協力をよろしくお願いします。

埼玉県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
岸　　　生　子

村井英樹衆議院議員

新藤義孝衆議院議員

穂坂泰衆議院議員

枝野幸男衆議院議員

大島敦衆議院議員

柴山昌彦衆議院議員
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山口泰明衆議院議員

土屋品子衆議院議員

山川百合子衆議院議員

大河原雅子衆議院議員

西田実仁参議院議員

黄川田仁志衆議院議員

１．令和２年税制改正陳情活動等
令和元年10月７日に幹事会を32人の参加により

開催し、令和２年度の税制改正要望を重点事項３
項目に絞って日税連及び関税政作成のパンフレッ
トを用いて行う旨の説明を行った。その際、関税
政の大石敬副会長を講師として「税制改正の決
定プロセスと政治連盟の対応」について約１時間
の研修会を行った。初めて説明を受けた幹事が
大半であり非常に有意義な研修であった。

これを受け、新潟県税政連の各支局において
10月下旬から11月上旬にかけて帰省中の国会議
員に対し陳情を行った。

新潟県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
森　山　昭　彦

鷲尾英一郎衆議院議員

斎藤洋明衆議院議員

石﨑徹衆議院議員
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２．後援会活動
陳情活動に合わせ、国会議員を招いての国政

報告会及び懇談会が次のとおり開催された。

１月17日　税理士による石﨑徹後援会
　　　　　新潟グランドホテル（新潟市）

１月19日　税理士による髙鳥修一後援会
　　　　　ホテルハイマート（上越市）

７月６日　税理士による鷲尾英一郎後援会
　　　　　割烹けやき（燕市）

髙鳥修一衆議院議員

菊田真紀子衆議院議員

石﨑徹衆議院議員

髙鳥修一衆議院議員

11月２日　税理士による斎藤洋明後援会
　　　　　北辰館（新発田市）

１．陳情活動について
令和元年11月５日に行われた一斉陳情におい

て、長野県税理士政治連盟は、後援会のある４
人の国会議員全員のうち務台俊介衆議院議員

（自民党・比例北陸信越）、後藤茂之衆議院議員
（自民党・長野４区）、羽田雄一郎参議院議員（国
民民主党・長野県）と直接面会し、陳情（税制
改正要望）を行った。宮下一郎衆議院議員（自
民党・長野５区）については公務により不在の
ため、秘書に面会陳情した。なお、先立つ10月
16日にも後述財務省との意見交換会の後に務
台・後藤・宮下・羽田議員と面会陳情を行った。

鷲尾英一郎衆議院議員

斎藤洋明衆議院議員

長野県税理士政治連盟

　　　　　　　　　　幹事長
横　沢　　　正
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２．後援会活動
国政報告、税制改正要望など以下のとおり開催

８月29日　税理士による務台俊介後援会
　　　　　（松本市）
９月23日　税理士による宮下一郎後援会
　　　　　（伊那市）

３．長野県税政連の活動
９月10日　農協中央会と農産物直売所に関する

消費税についての懇談会
　　　　　（長野市・JA 長野県ビル）
９月13日　財務省との意見交換会第１回検討会議

務台俊介衆議院議員

後藤茂之衆議院議員

羽田雄一郎参議院議員

宮下一郎衆議院議員

　　　　　（松本市）
10月８日　財務省との意見交換会第２回検討会議
　　　　　（松本市）
10月16日　財務省主税局との意見交換会
　　　　　（議員会館）

10回目になる主税局との意見交換会では、あ
るべき税制の姿を求めて、現場で起きている
様々な問題の解決に向けて、お互いの立場から、
真摯に活発な意見を交わすことができた。同日
開催された懇親会には務台、宮下、羽田議員に
加え、主税局との懇談会を提案発足して下さっ
た長野県第１選挙区支部長若林健太前参議院議
員にご出席いただき台風19号の直後ということ
で、災害税制及び復興に向けての様々な話もで
て有意義であった。

財務省主税局との意見交換会

務台、後藤、宮下３代議士と
財務省主税局との意見交換会参加者

財務省主税局との意見交換会後の懇親会
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一斉／地元 陳情活動 Photo 特集

岡田広参議院議員

高橋克法参議院議員 小宮山泰子衆議院議員

土屋品子衆議院議員

山口泰明衆議院議員

大島敦衆議院議員

村井英樹衆議院議員

小渕優子衆議院議員

永岡桂子衆議院議員

井野俊郎衆議院議員
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羽田雄一郎参議院議員

後藤茂之衆議院議員

務台俊介衆議院議員

泉田裕彦衆議院議員

森ゆうこ参議院議員

細田健一衆議院議員

石﨑徹衆議院議員

鷲尾英一郎衆議院議員

黒岩宇洋衆議院議員

西村智奈美衆議院議員
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令和元年10月25日、参議院議員会館・１階講
堂において東京税理士会・東京税理士政治連盟
共催による、令和２年度税制改正の動向に関す
る勉強会が開催された。東京税理士会・東京税
理士政治連盟の会員を中心に190人を超える参加
者の中、関東信越税理士政治連盟からも８人の
会員が参加した。この勉強会は、平成28年の関
東四税政連等共催による「片山さつき参議院議
員と語る政策懇話会」から始まったもので、今
年で４回目となる。今回も片山さつき参議院議員
のお力添えで関係省庁の担当官を招いて開催さ
れた。

東京税理士会副会長あいさつの後、片山さつ
き議員のあいさつと国政報告等が行われた。

まず、先日退任された地方創生大臣としての
これまでの活動や、今後の企業版ふるさと納税
の見直しなどについて話された。次に、これか
ら取組むべき税制改正項目として、第三者事業
承継に係る事業承継税制、オープンイノベー
ション税制、防災・減災、国土強靭化税制など
を挙げられた。また、消費税率の改正に伴う問
題、キャッシュレス化導入を促進するためのポ
イント還元制度やインボイス制度などについて
も触れられた。最後に、昨今の自然災害の被害
の大きさから、私たち税理士によるクライアン
トへの国土強靭化対応のアドバイスの必要性に
ついて特に力説され、風水害対応等を行った者

令和２年度税制改正の動向に関する勉強会
～財務省・国税庁・総務省・内閣官房・経済産業省・中小企業庁の担当官と語る～

広報委員長　三　輪　洋　之

関税政は、関東信越税理士会法対策特別委員
会と共催により、令和元年10月３日午後２時から
税理士国保組合会館（さいたま市大宮区）にお
いて、後援会会長連絡会議を開催した。

関税政下の45後援会中27後援会から会長等の
出席があり、関税政から会長以下24人が、また
法対策特別委員会として本会遠井洋子専務理事、
秋山典久同委員長など５人の構成員が出席した。

会議は森山昭彦副幹事長の司会により、井部
俊一会長及び小林馨副会長の挨拶で始まり、井
部会長が座長に選出されて議事が進められた。

まず、出席した各後援会役員から近況報告と
意見交換があり、次の３項目について関税政の
各担当委員長からの説明があった。

後援会会長連絡会議を開催
後援会対策委員長　　
小　口　秀　一

１　税理士による国会議員等後援会の支援に関す
る規程について（小口秀一後援会対策委員長）

２　日税連令和２年度税制改正要望項目につい
て（坂場信夫政策委員長）

３　国会議員等に対する効果的な陳情方法につ
いて（岸生子国対委員長）
最後に、渡邉輝男副会長から閉会の言葉があ

り、４時50分閉会となった。

あいさつする井部会長

に対しては税制による優遇措置を拡充していき
たいと語られた。

この後、財務省・国税庁・総務省・内閣官房・
経済産業省・中小企業庁の各担当官から令和２
年度の要望として挙げられた項目についてそれ
ぞれの取組の説明が行われたのち、質疑応答が
行われた。

法律を作成している担当官ならではの詳細な
説明と、現場で対応している税理士ならではの
疑問など、活発な意見交換が行われ大変充実し
た勉強会であった。

最後に、東京税理士政治連盟副会長から、片
山さつき議員へのお礼と今後もこの勉強会を継
続していきたい旨が語られ、２時間の勉強会が
終了した。

片山さつき参議院議員
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●10月３日　第４回正副会長・正副幹事長合同会議
　（国保組合会議室）
議題　地元陳情について　

●10月３日　後援会会長連絡会議
　（国保組合会議室）
議題　後援会会長による近況報告と意見交換に

ついて

関税政の動き ●11月５日　各県税政連会長・幹事長・副幹事
長他合同会議

　（衆議院第２議員会館）
議題　税制改正要望について

●12月18日　第５回正副会長・正副幹事長合同会議
　（本会会議室）　
議題　支援後援会助成金・活動助成金の申請書

について

編集後記編集後記
広報委員長　　　三輪　洋之広報委員長　　　三輪　洋之
ＳＤＧｓ（エスディージーズ）という言葉をご存
知でしょうか？ 2015年９月の国連サミットで採
択されたもので、2030年までに達成するために
掲げた目標（ゴール）です。その中で最近特に
注目されているものは、ゴール13の「気候変動
及びその影響を軽減するための緊急対策を講じ
る」ではないでしょうか？９月にはスウェーデン
の少女が気候危機を訴え、大きな反響を呼びまし
た。その矢先に起きた、わが国での２つの台風に

よる大きな被害。被災された皆様には心からお見
舞い申し上げます。令和２年度の税制改正重点建
議事項の中には災害に関連するものがありました。
これは被災後の税制対応の話ですが、災害を最小
限に抑えられるよう努力していくことは、私たち
にとってより大切なことになります。経済発展や
技術開発によりもたらされた諸問題の解決のため
に採択されたＳＤＧｓを、近年、経営に組込む企
業が増えてきました。私たち税理士も積極的に理
解していく必要があると思われます。あらためて、
この度の台風の被害に遭われた方並びに被災地の
１日も早い復興をお祈り申し上げます。

税理士による国会議員後援会名簿（新設）

国会議員名 選　挙　区 政党名 後援会会長名 後援会幹事長名 設立年月日

牧　原　秀　樹 衆・比例北関東 自民党 清水　晴雄 竹内　修司 Ｒ1.12.6

清　水　真　人 参・群馬県 自民党 狩野　要一 入沢　紀行 Ｒ1.12.21

（敬称略）

•••••••••••••••••••••••••
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